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“税務の職場”
何でも110番
zenkokuzei@aol.com

全
国
税
は
、
職
場
で
起
こ
っ
た

問
題
を
解
決
す
る
た
め
「
税
務

の
職
場
、
何
で
も
一
一
○
番
」

を
常
時
設
置
し
て
い
ま
す
（
電

話
と
Ｆ
Ａ
Ｘ
は
上
記
の
番
号
ま

で
ど
う
ぞ
）。

◇ 全国税ホームページ ◇
http://www.kokko-net.org/zenkokuzei
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第 2044号 2015年 10月 25日

　
い
よ
い
よ
秋

本
番
で
す
。
秋

の
娯
楽
の
一
つ

に
競
馬
が
あ

る
。
世
間
で
は

競
馬
フ
ァ
ン
も

多
く
、
特
に
重
賞
レ
ー
ス
が

こ
れ
か
ら
花
盛
り
▼
今
年
も

一
方
い
ま
職
場
に
お
い
て

は
、
国
税
庁
主
催
の
「
労
働

強
化
ス
テ
ー
ク
ス
」
が
開
催

さ
れ
る
。
出
走
馬
も
豪
華
な

顔
ぶ
れ
で
、
主
催
者
側
は
全

馬
完
走
を
目
論
ん
で
い
る
▼

①
ア
ガ
ラ
ヌ
チ
ン
ギ
ン
②
イ

レ
ル
ナ
フ
レ
ッ
ク
ス
タ
イ
ム

③
サ
ベ
ツ
ノ
ジ
ン
ジ
④
ワ
カ

テ
バ
ッ
テ
キ
⑤
カ
ン
ウ
ン
ヒ

ト
デ
ブ
ソ
ク
⑥
マ
イ
ナ
ン

バ
ー
フ
ア
ン
⑦
ジ
ゴ
ク
ノ
カ

ク
シ
ン
キ
⑧
ケ
ン
ス
ウ
ダ
メ

ダ
メ
▼
さ
て
、
い
よ
い
よ
各

馬
一
斉
に
ス
タ
ー
ト
…
…
。

果
た
し
て
ど
の
馬
が
優
勝
す

る
の
か
。
見
守
る
職
場
の
仲

間
は
全
馬
「
落
馬
」
の
夢
を

見
つ
つ
、
こ
ん
な
配
当
の
付

か
な
い
当
局
の
レ
ー
ス
に
た

だ
一
笑
す
る
だ
け
。
こ
れ
で

い
い
の
か
。

〈
出
題
〉
九
段
　
石
榑
郁
郎

黒
先

〈
ヒ
ン
ト
〉左
側
の
配
置
を
活

用
し
右
側
の
黒
を
救
出
し
ま

す
。（
8
分
で
二
、三
段
以
上
）

　ここに全国税労働組合員がいる
　ともに声を上げることで
　　　　　　　　仲間になろう！

　　北にパワハラで苦しむ人がいれば、とに
　かく話を聞きに行く。
　　南に介護で配転要求の人あれば、具体的
　な配転希望を検討する。
　　東に連日超勤でＳＯＳ信号あげる人がい
　れば、共に対策を考える。
　　西にこつこつ働いても昇任が遅れている
　人があれば、まず声を上げようと勇気づけ
　る。
　　全国税組合員でなくても関係なし。
　同じ職場で働く者で不満、要求を抱えているなら集まればいい。
　全国税のもとへ。
　　長い組合差別と闘ってきた全国税組合員たちは、自分のことを後
　回しにしても新しい仲間のためにすぐにでも動いてくれるだろう。
　　少数であるから、大事にしてきた仲間意識があり、差別されなが
　らも職場の改善を訴えてきた誠意がある。
　　我々は少数ながらも1人ひとりの要求を大切にし、仲間のため、　
　要求実現のため、みんなで行動する労働組合である。
　　その伝統と経験に基づく力を未来へ引き継いでいきたい。そして
　さらなる未知の力を会わせることで職員の処遇や生活を壊そうとす
　る力と対抗していきたい。
　　人生に真の仲間を求める人へ、立ち上がる勇気を持ちたい人へ、
　少し個性的で妙に真面目な変わった人々と出会いたい人へ。
　　私たち全国税の組合員の一員となって、共に生きていこう！

　　　　　　　　　全国税近畿地連委員長　滑羅　秀喜

賃下げは許さない
賃下げ違憲訴訟控訴審

  忘
れ
る
こ
と
の
で
き
な
い
日

　
  〝
 二
〇
一
五
・
九
・
一
九
 〟

　
２
０
１
５
年
９
月
　
日
19

は
、
過
去
の
９
月
の
出
来
事

１
９
３
１
年
９
月
　
日
、
２

18

０
０
１
年
９
月
　
日
と
同

11

様
、
歴
史
に
残
る
、
忘
れ
ら

れ
な
い
日
と
な
っ
た
。
憲
法

の
解
釈
を
変
え
る
こ
と
で
、

憲
法
９
条
を
踏
み
出
し
、

「
平
和
」の
国
か
ら
戦
争
で
き

る
国
家
へ
と
変
質
さ
せ
た
。

多
く
の
国
民
が
「
手
続
き
と

し
て
こ
れ
で
い
い
の
か
」
と

い
う
疑
問
を
も
っ
た
。
こ
の

法
律
の
制
定
過
程
で
は
多
く

の
識
者
が
反
対
を
表
明
し
て

き
た
。

　
憲
法
を
都
合
よ
く
解
釈
し

そ
れ
に
沿
っ
て
法
律
を
作
る

と
い
う
憲
法
違
反
が
許
さ
れ

た
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、

憲
法
第
　
条
に
基
づ
き
憲
法

99

尊
重
擁
護
の
宣
誓
を
要
求
さ

れ
て
い
る
行
政
の
執
行
機

関
、
そ
こ
で
働
く
者
に
は
素

直
に
受
け
止
め
ら
れ
な
い
事

態
で
あ
る
。
裁
量
的
な
法
解

釈
が
許
さ
れ
た
こ
と
に
憤
り

を
感
じ
る
。
行
政
に
影
響
が

出
な
い
こ
と
を
求
め
る
。

　
ま
た
、
新
し
い
制
度
・
仕

組
み
が
導
入
・
作
ら
れ
よ
う

と
し
て
い
る
。
一
つ
は
マ
イ

ナ
ン
バ
ー
で
あ
り
、
一
つ
は

消
費
税
率
引
き
上
げ
時
に
お

け
る
、
そ
の
負
担
軽
減
策
と

い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら

が
わ
が
職
場
に
与
え
る
影
響

は
小
さ
く
な
い
だ
ろ
う
。

　
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
に
つ
い
て

は
　
月
か
ら
通
知
が
始
ま

10
る
。
社
会
保
障
・
税
番
号
制

度
と
い
う
こ
と
で
「
税
」
に

関
し
て
は
番
号
の
記
入
を
納

税
者
に
求
め
る
こ
と
に
な

る
。
税
務
署
は
前
面
に
立
た

ざ
る
を
得
な
く
な
る
。
納
税

者
と
税
務
署
の
間
で
混
乱
、

困
惑
、
困
難
が
広
が
り
、
仕

事
（
手
間
）
の
増
加
は
避
け

ら
れ
な
い
。
平
成
　
年
分
の

28

確
定
申
告
書
作
成
に
お
い
て

は
番
号
の
記
入
を
求
め
、
本

人
確
認
を
要
す
る
こ
と
に
な

る
。
ひ
と
手
間
も
ふ
た
手
間

も
か
か
る
の
は
明
ら
か
だ
。

現
在
の
申
告
相
談
方
式
で
で

き
る
も
の
な
の
か
大
い
に
疑

問
だ
。

　
さ
ら
に
、
消
費
税
率
　
％
10

引
き
上
げ
時
に
（
期
を
た
が

え
ず
）
導
入
さ
れ
る
負
担
軽

減
策
案
が
明
ら
か
に
さ
れ

た
。
消
費
税
２
％
分
の
還
付

ポ
イ
ン
ト
、
そ
れ
を
処
理
す

る
機
関
と
し
て
還
付
ポ
イ
ン

ト
蓄
積
セ
ン
タ
ー
を
設
置
す

る「
日
本
型
軽
減
税
率
制
度
」

と
い
う
仕
組
み
で
運
用
す
る

ら
し
い
。
税
務
署
と
は
異
な

る
組
織
の
よ
う
だ
が
、
税
金

だ
か
ら
税
務
署
が
関
わ
ら
な

い
で
済
む
と
は
思
え
ず
、
仕

事
の
増
加
に
な
る
の
で
は
な

い
か
。
労
働
強
化
を
危
惧
す

る
。
　
最
後
に
、
全
国
税
組
合
員

に
対
す
る
昇
任
、
昇
格
差
別

を
は
じ
め
あ
ら
ゆ
る
差
別
の

解
消
を
速
や
か
に
行
う
こ
と

を
求
め
る
。
私
が
職
場
に
入

り
、
組
合
に
所
属
し
て
か
ら

　
年
以
上
経
過
し
、
そ
れ
以

30前
か
ら
、
そ
れ
以
後
も
繰
り

返
し
差
別
解
消
を
求
め
て
き

た
。
当
局
が
否
定
し
よ
う
と

も
、
組
合
員
が
歩
ん
で
き
た

職
場
生
活
の
中
で
、
差
別
さ

れ
て
き
た
こ
と
を
味
わ
っ
て

い
る
。

　
こ
の
問
題
に
つ
い
て
清
算

す
る
こ
と
。
長
官
の
英
断
を

求
め
た
い
。

　
　
月
２
日
に
全
国
税
は
中
原
長
官
と
交
渉
を
行
い
ま

10
し
た
が
、
冒
頭
、
細
川
委
員
長
は
所
信
を
述
べ
ま
し
た
。

　
前
号
で
は
紙
面
の
都
合
で
掲
載
す
る
こ
と
が
で
き
ま

せ
ん
で
し
た
の
で
、
あ
ら
た
め
て
掲
載
し
ま
す
。

「賃下げ違憲」裁判の三人の原告。左から高橋浩司関信
地連書記長、高橋誠東京地連書記長、近畿地連粟田育
治の三氏。

　
　
月
　
日
　
時
　
分
か
ら
東
京
高
裁
で
第
２
回
「
公
務
員
賃
下
げ
違
憲
訴
訟
」

10

14

10

30

控
訴
審
が
開
催
さ
れ
、
高
橋
誠
（
東
京
地
連
）
高
橋
浩
司
（
関
信
地
連
）
粟
田
育

治
（
近
畿
地
連
）
の
３
原
告
が
、
高
裁
前
集
会
、
傍
聴
行
動
、
報
告
集
会
に
参
加

し
ま
し
た
。
次
回
は
２
０
１
７
年
２
月
　
日
に
開
催
さ
れ
ま
す
。

15

　憲法を活かす運動に参加しよう！
　　　　　　控訴人尋問予定候補者（近畿ブロック代表）
　　　　　　　原告番号129　粟田育治（近畿地連・草津分会）
　「公務員賃下げ違憲訴訟」の高裁原告の一人として、第二回口頭
弁論傍聴に参加しました。裁判長は、お互いの主張を聞くとして、
書面の提出を求め越年の２月15日に第三回口頭弁論を行うことを
決定しました。
　憲法28条には「勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団
体行動をする権利は、これを保障する」と規定しています。ただ、
私たち国家公務員には、ストライキ権は認められず、その代償措置
として人事院の勧告制度があります。それを無視した立法が今回
の賃下げ法案だと思い原告になりました。例外の例外を認めてい
たら真実などあり得ない。
　今回の立法が正当であるには、給与減額支給という代償措置の
例外を認める状況にあったのかを問う必要があります。危機的国
家財政状況、東日本大震災の復旧・復興の財源確保のため国家公務
員の給与減額措置が必要だったかの再検討が必要と専門家の大阪
経済大学教授　梅原栄治氏や当時の政府の責任者である片山元総
務大臣や村木元総務省人事・恩給局長や笹島元国家公務員制度改革
推進本部局審議官や減給の当事者の証人尋問が必要だと訴えたの
が、今回の口頭弁論です。
　憲法を活かすため、賃下げ法の違法性とそれを発展させて憲法
第28条を国家公務員、私たちに取り戻す訴えが今回の裁判です。
「公正な裁判を求める署名」にぜひ協力ください。
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乙
乙
乙
乙
乙
乙
乙
乙
乙
乙
乙
乙
乙
乙
乙
乙
乙
乙
乙
乙
乙

乙
乙
乙
乙
乙
乙
乙
乙
乙
乙
乙
乙
乙
乙
乙
乙
乙
乙
乙
乙
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控
訴
審
後
の
報
告
集
会
で

は
、
弁
護
団
の
加
藤
弁
護
士

が
「
賃
下
げ
違
憲
訴
訟
は
憲

法
論
で
あ
り
、
控
訴
審
で
は

地
裁
判
決
の
誤
り
や
論
理
矛

盾
を
明
ら
か
に
し
て
い
く
。

本
日
は
梅
原
英
治
先
生
の
意

見
書
を
中
心
と
し
た
意
見
陳

述
と
証
人
申
請
を
行
っ
た

が
、
政
府
の
間
違
っ
た
政
策

を
検
証
し
て
審
理
を
尽
く
す

こ
と
は
、
労
使
関
係
に
も
大

き
な
影
響
力
を
与
え
る
こ
と

に
な
る
。『
労
働
者
は
黙
っ

て
い
な
い
』
姿
勢
を
鮮
明
に

し
、
公
正
な
審
理
が
尽
く
さ

れ
る
よ
う
全
力
を
あ
げ
よ

う
」
と
述
べ
ま
し
た
。
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杏
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を
考
え
る
の
は
分
か
ら
な
い

で
も
な
い
が
、
現
役
の
時

に
、
十
分
「
活
用
」
さ
れ
て
、

退
職
後
も
更
に
「
活
用
」
さ

れ
る
の
は
如
何
な
も
の
か
？

　
仕
事
の
内
容
は
、
高
齢
で

あ
る
こ
と
に
配
慮
し
た
身
体

的
・
精
神
的
な
負
担
の
少
な

い
も
の
に
限
定
す
べ
き
だ
。

ハ
ー
フ
ハ
ー
フ

【
名
古
屋
中
村
分
会
紙
】

　
９
月
８
日
か
ら
９
日
に
か

け
て
の
台
風
で
、
９
日
に
電

車
遅
延
の
た
め
、
署
に
着
く

の
が
２
時
間
遅
れ
た
職
員
に

〈
解
答
〉
黒
1
の
取
り
か
ら

3
、
5
が
好
手
段
。
白
6
に

黒
7
で
救
出
に
成
功
で
す
。

黒
1
で
す
ぐ
に
3
は
白
1
で

失
敗
。
黒
3
で
6
は
白
5
で

黒
死
。
白
4
で
イ
な
ら
黒
6

白
4
黒
5
で
黒
生
き
で
す
。

職
場
の
声

【
岐
阜
支
部
紙
・
ぎ
ふ
】

Ａ
　
相
談
者
を
な
る
べ
く

セ
ル
フ
コ
ー
ナ
ー
に
廻
す

方
針
だ
が
、
パ
ソ
コ
ン
操

作
が
出
来
る
か
ど
う
か
、

受
付
で
聞
き
取
り
廻
す
け

ど
結
局
操
作
出
来
な
い
の

で
職
員
に
質
問
す
る
こ
と

が
多
い
。
一
方
で
ア
シ
ス

ト
コ
ー
ナ
ー
で
順
番
待
ち

し
て
い
る
相
談
者
か
ら
セ

ル
フ
コ
ー
ナ
ー
を
見
て

「
後
か
ら
来
て
先
に
相
談

し
て
い
る
」「
お
か
し
い

じ
ゃ
な
い
か
」
と
文
句
が

出
る
な
ぁ
～
。

Ｂ
　
事
前
コ
ー
ナ
ー
が
廃

止
さ
れ
る
と
、
Ｐ
Ｃ
で
の

負
担
が
必
ず
増
加
す
る
。

職
員
の
負
担
は
減
る
ど
こ

ろ
か
、
増
加
す
る
の
で
は

な
い
か
。

Ｃ
　
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
に
関

わ
る
質
問
も
あ
る
だ
ろ
う

し
、
事
前
準
備
コ
ー
ナ
ー

廃
止
は
、
流
れ
に
逆
行
し

て
い
る
の
で
は
な
い
か
。

再
任
用
職
員
の
「
活
用
」

は
や
め
ろ
！

【
北
陸
地
連
紙
・
北
陸
】

　
最
近
の
局
発
刊
の
文
書

に
、
再
任
用
者
の
「
活
用
」

と
い
う
表
現
が
頻
繁
に
出

て
く
る
よ
う
に
な
っ
た
。

現
実
に
職
場
で
は
、
再
任

用
者
が
、
若
手
の
指
導
担

当
や
審
理
担
当
に
配
属
さ

れ
る
ケ
ー
ス
が
増
え
て
い

る
。
　
再
任
用
者
が
Ｉ
０
０
名

に
な
っ
た
状
態
で
は
、
当

局
が
そ
の
有
効
な「
活
用
」

当
初
は
「
２
時
間
の
年
次
休

暇
を
出
せ
」
と
の
話
が
出
ま

し
た
。
職
員
が
抗
議
を
し
た

と
こ
ろ
、
署
が
局
に
問
い
合

わ
せ「
１
時
間
は
年
次
休
暇
、

１
時
間
は
特
別
休
暇
に
な
り

ま
す
」
と
の
回
答
だ
そ
う
で

す
。「
な
ん
の
結
論
。
ハ
ー

フ
ハ
ー
フ
で
す
ね
」
の
職
員

の
声
。

「
二
兎
」
追
っ
て
い
る

【
東
海
地
連
紙
「
東
海
」】

　
資
産
課
税
は
、
課
税
最
低

限
引
き
下
げ
で
、　
月
か
ら
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相
続
税
の
申
告
書
が
提
出
さ

れ
る
。
税
理
士
に
依
頼
す

れ
ば
　
万
か
ら
　
万
か
か

40

50

る
と
言
わ
れ
て
い
る
た
め

か
、
自
力
申
告
し
た
い
、

と
署
の
相
談
へ
何
度
も
相

談
に
来
て
い
る
ケ
ー
ス
が

多
い
。
内
部
担
当
者
は
大

変
だ
。
調
査
で
も
、
特
選

事
案
で
重
加
、
少
額
は
来

署
で
件
数
と
、「
二
兎
」

追
っ
て
い
る
。

「
ゆ
う
活
」
と
い
う
 

言
葉
か
ら
…
…

【
中
津
川
分
会「
恵
那
山
」】

　「
ゆ
う
活
」の
バ
カ
っ
ぽ

い
と
こ
ろ
は
「
ラ
イ
フ
ス

タ
イ
ル
に
応
じ
た
多
様
な

働
き
方
の
選
択
肢
の
確

保
」
を
謳
い
な
が
ら
、
朝

方
勤
務
と
い
う
特
定
の
働

き
方
を
推
奨
し
ち
ゃ
う
と

こ
ろ
。「
昼
が
長
い
夏
は
、

朝
早
く
か
ら
働
き
、
夕
方

か
ら
は
…
…
新
た
な
国
民

運
動
を
展
開
し
ま
す
」

だ
っ
て
（
笑
）。

内部事務、滞納整理事務の集中化
税務署の将来像とは？ 職員の負担増加

 九
州
の
現
状

　
　
─
─
地
連
大
会
よ
り

　
全
国
税
九
州
地
連
は
９
月

　
、　
両
日
、
大
会
を
開
催

26

27

し
ま
し
た
。
そ
こ
で
出
さ
れ

た
内
部
事
務
の
集
中
化
等
に

関
す
る
現
状
、
問
題
点
を
お

知
ら
せ
し
ま
す
。

　
　
□
 　
　
□
　
　
□

　
今
年
度
も
、
大
量
の
国
専

　
期
生
が
管
理
運
営
部
門
に

45配
属
さ
れ
、
署
の
規
模
に
よ

り
1
名
～
最
大
７
名
が
現
場

に
配
置
に
な
り
ま
し
た
。
管

運
職
員
の
４
分
の
１
が
　
期
45

生
と
い
う
署
も
出
て
い
ま

す
。
こ
の
た
め
各
署
の
事
務

処
理
能
力
は
低
下
し
、
新
人

の
指
導
が
上
乗
せ
に
な
り
配

属
さ
れ
た
部
門
は
大
変
で

す
。
一
方
、
部
門
構
成
で

は
、
今
年
は
国
専
　
期
～
　

38

40

期
　
人
が
署
の
管
理
運
営
部

18
門
に
再
配
置
さ
れ
て
い
ま

す
。
定
員
に
つ
い
て
は
福
岡

局
で
は
平
成
　
年
に
３
６
１

21

人
だ
っ
た
も
の
が
平
成
　
年
27

に
は
３
２
７
人
と
　
人
も
減

34

少
し
て
い
ま
す
。

　
福
岡
局
で
は
、
小
倉
署
と

門
司
署
で
内
部
事
務
の
集
中

化
が
試
行
さ
れ
ま
す
。
事
務

の
集
中
化
に
つ
い
て
は
、
前

長
官
の
離
任
あ
い
さ
つ
で
は

「
組
織
と
業
務
の
改
革
を
不

断
に
進
め
て
い
か
な
け
れ
ば

な
り
ま
せ
ん
」
ま
た
「
特
に
、

事
務
の
集
中
化
に
つ
い
て
、

各
局
に
お
い
て
将
来
を
見
据

え
つ
つ
、
計
画
性
を
も
っ
て

取
り
組
ん
で
い
く
…
…
」
と

し
て
い
ま
す
。

　
ま
た
、
新
長
官
は
「
内
部

事
務
の
効
率
化
に
よ
る
外
部

事
務
量
の
確
保
、
外
部
事
務

の
効
率
化
・
高
度
化
を
図
る

た
め
、
昨
事
務
年
度
に
具
体

的
な
施
策
を
庁
に
お
い
て
取

り
ま
と
め
て
い
ま
す
。
今
後

は
こ
れ
ら
の
具
体
的
な
施
策

に
つ
い
て
、
継
続
的
に
取
り

組
み
、
確
実
に
実
現
し
て
い

く
こ
と
が
重
要
で
あ
り
ま

す
。」
と
し
て
い
ま
す
。

　
不
透
明
な
将
来
像

　
今
回
の
内
部
事
務
の
集
中

化
が
将
来
ど
う
い
う
形
に
な

る
の
か
。
小
規
模
署
が
中
心

署
の
支
所
や
出
張
所
の
よ
う

な
形
に
な
る
の
か
注
意
し
て

見
守
る
こ
と
が
必
要
で
す
。

　
注
目
す
べ
き
記
述
が
平
成

　
年
４
月
に
福
岡
局
が
示
し

27た
「
集
中
化
の
概
要
」
に
あ

り
ま
す
。

　「
こ
れ
ま
で
は
一
般
職
員

が
対
象
署
で
行
っ
て
い
た
集

中
化
対
象
事
務
を
、
中
心
署

に
お
い
て
再
任
用
職
員
等
が

行
う
こ
と
が
可
能
と
な
り
、

そ
の
分
一
般
職
員
を
外
部
事

務
に
充
て
る
こ
と
が
可
能
」。

　
一
方
、
対
象
署
で
は
、「
非

常
勤
職
員
を
活
用
し
、
真
に

職
員
を
必
要
と
す
る
事
務
量

を
算
出
…
…
余
剰
事
務
量
の

把
握
。
試
行
時
に
は
徴
収
事

務
に
従
事
」
と
あ
り
ま
す
。

　
対
象
署
の
管
運
職
員
 

　
　
　
　
　
　
負
担
増
加

　
さ
ら
に
徴
収
事
務
の
集
中

化
の
概
要
の
中
に
対
象
署
で

の
事
務
の
内
容
に
①
任
意
に

来
客
し
た
納
税
者
へ
の
対

応
、
②
納
付
受
託
関
係
事

務
、
③
歳
入
歳
出
外
現
金
出

納
事
務
、
※
原
則
、
対
象
署

の
管
理
運
営
担
当
職
員
が
対

応
す
る
、
と
し
て
い
ま
す
。

　
今
回
の
試
行
で
、
門
司
署

で
は
　
月
以
降
は
部
門
５
人
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→
３
人
と
な
り
異
動
の
希
望

や
休
暇
の
取
得
な
ど
へ
の
影

響
が
気
に
な
り
ま
す
。

　
庁
が
現
場
の
実
態
を
正
視

せ
ず
に
長
官
監
督
報
告
の

「
将
来
に
向
け
て
の
検
討
課

題
」
の
内
容
に
つ
い
て
規
定

路
線
の
よ
う
に
進
め
よ
う
と

す
る
の
に
は
、
怒
り
を
覚
え

ま
す
。

　
プ
ロ
パ
ー
は
 

　
　
簡
単
に
は
育
た
な
い

　
債
権
管
理
事
務
担
当
者
は

一
朝
一
夕
で
育
成
で
き
る
も

の
で
は
無
く
、
い
ま
だ
に
後

継
者
が
育
っ
て
い
ま
せ
ん
。

　
管
理
運
営
部
門
の
危
機
的

状
況
は
そ
の
ま
ま
で
す
。
局

主
務
課
は
①
事
務
の
一
部
の

集
中
処
理
→
資
料
セ
ン

タ
ー
、
②
専
門
性
の
高
い
事

務
→
納
税
専
門
官
、
③
量
的

支
援
→
局
機
動
班
、
④
質
的

支
援
→
管
理
運
営
連
絡
員
、

と
い
う
形
で
署
の
事
務
を
支

援
す
る
計
画
で
す
。

　
小
規
模
署
で
は
、
僅
か
な

管
理
の
プ
ロ
パ
ー
職
員
の
両

肩
に
債
権
管
理
の
全
て
が
か

か
っ
て
く
る
こ
と
に
な
り
ま

す
。
　
数
年
後
プ
ロ
パ
ー
職
員
が

退
職
し
た
ら
債
権
管
理
が
崩

壊
す
る
の
は
目
に
見
え
て
い

ま
す
。

宛
姐

鯵
鯵
鯵
鯵
鯵
鯵
鯵
鯵
鯵
鯵
鯵
鯵
鯵
鯵
鯵
鯵
鯵
鯵
鯵
鯵
鯵
鯵
鯵
鯵
鯵
鯵
鯵
鯵
鯵
鯵
鯵
鯵
鯵
鯵
鯵
鯵
鯵
鯵
鯵
鯵
鯵
鯵
鯵
鯵
鯵
鯵
鯵
鯵
鯵

　
働
き
や
す
い
職
場
環
境
を

全
国
税
　
第
Ⅲ
期
子
育
て
安

心
応
援
プ
ラ
ン
が
策
定
さ
れ

た
が
、
内
容
は
　
年
前
と
全
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然
変
わ
っ
て
い
な
い
う
え
、

実
現
さ
れ
て
い
な
い
。
実
現

さ
れ
な
け
れ
ば
、
職
場
や
取

り
巻
く
社
会
は
変
わ
ら
な

い
。

当
局
　
ワ
ー
ク
ラ
イ
フ
バ
ラ

ン
ス
を
確
保
し
、
子
育
て
を

応
援
す
る
社
会
全
体
の
取
組

み
の
一
環
と
し
て
、
数
値
目

女
性
の
働
く
環
境
改
善
が
、す
べ
て
の

働
く
環
境
改
善
に
つ
な
が
る
！

標
も
設
定
し
て
い
る
。

　
内
容
に
つ
い
て
は
情
報
提

供
や
研
修
等
で
周
知
し
て
い

る
。

全
国
税
　
管
理
者
が
理
解
し

て
い
な
い
。
周
知
す
る
こ
と

と
理
解
す
る
こ
と
は
違
う
。

休
暇
等
が
取
り
や
す
い
環
境

が
大
切
な
こ
と
だ
と
理
解
で

き
る
よ
う
、
庁
と
し
て
具
体

的
に
指
示
す
べ
き
だ
。

当
局
　
各
局
で
は
育
メ
ン
を

取
り
上
げ
て
お
り
、
妊
婦
に

内
部
事
務
を
担
当
し
て
も
ら

う
こ
と
や
休
暇
中
の
仕
事
の

手
当
等
配
慮
し
て
い
る
。

全
国
税
　
名
古
屋
局
も
育
メ

ン
を
取
り
上
げ
て
い
る
が
、

若
い
世
代
は
受
け
入
れ
や
す

い
。
自
分
で
子
育
て
を
し
な

い
と
、
イ
メ
ー
ジ
し
づ
ら

い
。
管
理
職
の
仕
事
の
密
度

も
大
き
く
変
化
し
て
お
り
、

文
書
だ
け
で
は
理
解
で
き
な

い
。
外
部
講
師
を
招
い
て
、

具
体
的
な
方
法
を
学
べ
ば
変

わ
る
。

当
局
　
管
理
者
の
意
識
に
差

が
あ
り
難
し
い
。

　
若
い
世
代
が
管
理
職
に
な

れ
ば
変
わ
る
も
の
と
思
わ

れ
、
過
渡
期
だ
と
認
識
し
て

い
る
。

　
仕
事
に
ゆ
と
り
を

全
国
税
　
超
過
勤
務
を
見
込

ま
な
い
事
務
計
画
を
策
定

し
、「
勤
務
時
内
処
理
の
原

則
」
を
確
立
す
る
こ
と
。
ま

た
、
事
務
量
に
見
合
っ
た
課

税
内
部
事
務
要
員
を
確
保

し
、
事
務
精
通
者
を
配
置
す

る
こ
と
。

当
局
　
職
員
の
健
康
や
労
働

意
欲
の
保
持
の
面
か
ら
も
超

勤
は
少
な
く
な
る
よ
う
配
慮

し
て
い
る
。
ま
た
、
事
務
運

営
面
で
も
弾
力
的
に
行
っ
て

お
り
、
産
休
の
代
替
要
員
も

確
保
し
て
い
る
。

全
国
税
　
子
育
て
も
含
め
家

事
を
持
ち
仕
事
を
し
て
い

る
。
職
場
で
の
拘
束
時
間
が

　
全
国
税
女
性
部
は
　
月
　
日
、
東
海
、
近
畿
二
つ
の
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地
連
か
ら
組
合
員
が
参
加
し
、
女
性
職
員
の
処
遇
改
善

と
、
健
康
で
い
き
い
き
と
働
き
続
け
ら
れ
る
職
場
に
す

る
こ
と
を
求
め
、
庁
総
務
課
と
交
渉
を
行
い
ま
し
た
。

長
い
と
家
庭
が
安
定
し
な

い
。
時
間
内
処
理
に
努
め
る

と
と
も
に
超
勤
を
見
込
ま
な

い
事
務
計
画
が
必
要
だ
。

当
局
　
超
勤
が
な
い
わ
け
で

は
な
い
が
、
や
っ
て
い
な
い

部
門
も
あ
る
。
安
心
プ
ラ
ン

Ⅲ
で
も
超
勤
削
減
や
、
そ
の

た
め
の
管
理
者
の
役
割
を
具

体
的
に
う
た
っ
て
い
る
。

全
国
税
　
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制

度
の
受
付
フ
ロ
ー
チ
ャ
ー
ト

が
来
た
が
、
受
付
時
本
人
確

認
が
必
要
で
事
務
量
が
絶
対

増
え
る
。
担
当
者
を
増
や
し

て
ほ
し
い
。

当
局
　
一
旦
は
管
運
で
対
応

し
て
も
ら
い
、
人
が
足
り
な

け
れ
ば
課
税
か
ら
応
援
を
出

す
等
、
挙
署
一
体
で
対
応
す

る
よ
う
通
達
を
出
し
た
。

女性部の要求書を総務課に手交する女性部員


